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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前縁（２４）と、後縁（２６）と、根元（３４）と、先端（３２）とを有する翼形部（
１８）であって、
前記前縁（２４）から前記後縁（２６）まで延びる正圧側壁（２０）と、
前記前縁（２４）から前記後縁（２６）まで延びる負圧側壁（２２）と、
前記後縁（２６）に隣接する前記正圧側壁（２０）中に配置され、軸方向の長さを有する
複数のスロット（２８）と、
を含み、
少なくとも前記根元（３４）に最も近接する前記スロット（２８）の長さは、残りの前記
スロット（２８）の長さより小さく、
　前記後縁（２６）は、該後縁（２６）の残りの部分におけるよりも前記根元（３４）に
おける方が大きい厚さを有することを特徴とする翼形部（１８）。
【請求項２】
　前記根元（３４）に最も近接する前記スロット（２８）の半径方向外方に配置された少
なくとも１つの遷移スロット（２８）を更に含み、該遷移スロット（２８）は、前記根元
スロット（２８）の長さより大きくかつ残りの前記スロット（２８）の長さより小さい長
さを有することを特徴とする、請求項１に記載の翼形部（１８）。
【請求項３】
　追加の遷移スロット（２８）を更に含み、該遷移スロット（２８）の長さは、半径方向
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外方に向かうにつれて次第に大きくなることを特徴とする、請求項２に記載の翼形部（１
８）。
【請求項４】
　前記後縁（２６）は、前記根元（３４）に隣接する、選択的に厚さが増大されたセクシ
ョンを有しており、前記根元（３４）に最も近接する前記スロット（２８）及び前記遷移
スロット（２８）は、前記選択的に厚さが増大されたセクション中に配置されていること
を特徴とする、請求項３に記載の翼形部（１８）。
【請求項５】
　前縁（２４）と、後縁（２６）と、根元（３４）と、先端（３２）とを有する翼形部（
１８）であって、
　前記前縁（２４）から前記後縁（２６）まで延びる正圧側壁（２０）と、
　前記前縁（２４）から前記後縁（２６）まで延びる負圧側壁（２２）と、
　前記後縁（２６）に隣接する前記正圧側壁（２０）中に配置され、軸方向の長さを有す
る複数のスロット（２８）と、
を含み、
　少なくとも前記根元（３４）に最も近接する前記スロット（２８）の長さは、残りの前
記スロット（２８）の長さより小さく、
　前記翼形部は、前記根元（３４）に最も近接する前記スロット（２８）の半径方向外方
に配置された少なくとも１つの遷移スロット（２８）を更に含み、該遷移スロット（２８
）は、前記根元スロット（２８）の長さより大きくかつ残りの前記スロット（２８）の長
さより小さい長さを有し、
　前記翼形部は、追加の遷移スロット（２８）を更に含み、該遷移スロット（２８）の長
さは、半径方向外方に向かうにつれて次第に大きくなり、
　前記後縁（２６）は、前記根元（３４）に隣接する、選択的に厚さが増大されたセクシ
ョンを有しており、前記根元（３４）に最も近接する前記スロット（２８）及び前記遷移
スロット（２８）は、前記選択的に厚さが増大されたセクション中に配置されていること
を特徴とする翼形部（１８）。
【請求項６】
　正圧側壁（２０）及び負圧側壁（２２）と、前縁（２４）及び後縁（２６）と、第１及
び第２の端部とを有する翼形部（１８）と、
　前記第１の端部において前記翼形部（１８）に接合された流路構造体と、
　前記翼形部（１８）と前記流路構造体との接合個所に配置されたフィレット（３６）と
、
　前記後縁（２６）に隣接する前記正圧側壁（２０）中に配置され、軸方向の長さを有す
る複数のスロット（２８）と、
を含み、
　少なくとも前記フィレット（３６）に最も近接する前記スロット（２８）の長さは、残
りの前記スロット（２８）の長さより小さく、
　前記後縁（２６）は、該後縁（２６）の残りの部分におけるよりも前記フィレット（３
６）近傍における方が大きい厚さを有することを特徴とする流体方向付け部材。
【請求項７】
　前記フィレット（３６）に最も近接する前記スロット（２８）に隣接して配置された少
なくとも１つの遷移スロット（２８）を更に含み、該遷移スロット（２８）は、前記フィ
レット（３６）に最も近接する前記スロット（２８）の長さより大きくかつ残りの前記ス
ロット（２８）の長さより小さい長さを有することを特徴とする、請求項６に記載の流体
方向付け部材。
【請求項８】
　追加の遷移スロット（２８）を更に含み、該遷移スロット（２８）の長さは、前記翼形
部（１８）の前記第２の端部に向かう方向において次第に大きくなることを特徴とする、
請求項７に記載の流体方向付け部材。
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【請求項９】
　前記後縁（２６）は、前記フィレット（３６）に隣接する、選択的に厚さが増大された
セクションを有しており、前記フィレット（３６）に最も近接する前記スロット（２８）
及び前記遷移スロット（２８）は、前記選択的に厚さが増大されたセクション中に配置さ
れていることを特徴とする、請求項８に記載の流体方向付け部材。
【請求項１０】
　正圧側壁（２０）及び負圧側壁（２２）と、前縁（２４）及び後縁（２６）と、第１及
び第２の端部とを有する翼形部（１８）と、
　前記第１の端部において前記翼形部（１８）に接合された流路構造体と、
　前記翼形部（１８）と前記流路構造体との接合個所に配置されたフィレット（３６）と
、
　前記後縁（２６）に隣接する前記正圧側壁（２０）中に配置され、軸方向の長さを有す
る複数のスロット（２８）と、
を含む流体方向付け部材であって、
　少なくとも前記フィレット（３６）に最も近接する前記スロット（２８）の長さは、残
りの前記スロット（２８）の長さより小さく、
　前記流体方向付け部材は前記フィレット（３６）に最も近接する前記スロット（２８）
に隣接して配置された少なくとも１つの遷移スロット（２８）を更に含み、該遷移スロッ
ト（２８）は、前記フィレット（３６）に最も近接する前記スロット（２８）の長さより
大きくかつ残りの前記スロット（２８）の長さより小さい長さを有し、
　前記流体方向付け部材は追加の遷移スロット（２８）を更に含み、該遷移スロット（２
８）の長さは、前記翼形部（１８）の前記第２の端部に向かう方向において次第に大きく
なり、
　前記後縁（２６）は、前記フィレット（３６）に隣接する、選択的に厚さが増大された
セクションを有しており、前記フィレット（３６）に最も近接する前記スロット（２８）
及び前記遷移スロット（２８）は、前記選択的に厚さが増大されたセクション中に配置さ
れていることを特徴とする流体方向付け部材。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、一般的にガスタービンエンジンに関し、より具体的には、ガスタービンエンジ
ンで用いられる中空の空気冷却式翼形部に関する。
【０００２】
【発明の背景】
ガスタービンエンジンは、加圧空気を燃焼器に供給する圧縮機を含み、該燃焼器で空気は
燃料と混合され点火されて高温の燃焼ガスを発生する。このガスは、下流の１つ又はそれ
以上のタービンに流れ、該タービンがガスからエネルギーを取り出して、圧縮機に動力を
供給し、また飛行中の航空機に動力を供給するような有用な仕事を行う。一般的にコアエ
ンジンの前面に置かれたファンを含むターボファンエンジンにおいては、高圧タービンが
、コアエンジンの圧縮機を駆動する。低圧タービンが、高圧タービンの下流に配置されて
、ファンを駆動する。各タービン段は、普通、固定タービンノズルを含み、次にタービン
ロータがそれに続く。
【０００３】
タービンロータは、エンジンの中心軸線の周りを回転するロータディスクの周囲に取り付
けられたロータブレードの列を含む。各ロータブレードは、一般的にブレードをロータデ
ィスクに取り付けるためのダブテールを有するシャンク部と燃焼器から流出する高温ガス
から有用な仕事を取り出す翼形部とを含む。ブレードのプラットホームが、翼形部とシャ
ンク部の接合個所に形成されて、高温ガス流の半径方向内側の境界を形成する。タービン
ノズルは、通常その周囲の周りでセグメント化されて熱膨張を吸収する。各ノズルセグメ
ントは、高温ガス流をタービンロータ中に流すための内側バンドと外側バンドとの間に配
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置された１つ又はそれ以上のノズル羽根を有する。
【０００４】
高圧タービン構成部品は、極めて高温の燃焼ガスに曝される。従って、タービンブレード
及びノズル羽根は、一般的に内部冷却を用いてそれらの温度を一定の設計限界値内に保た
れる。タービンのロータブレードの翼形部は、例えば、普通は内部回路を通して冷却空気
を流すことにより冷却される。冷却空気は、常時はブレード根元の通路を通して流入し、
翼形部表面に形成されたフィルム冷却孔を通して流出し、それによって翼形部を高温ガス
から保護する冷却空気の薄い層つまりフィルムを生成する。公知の冷却装置は、冷却空気
がそれを通して吐出される後縁中の複数の開口を含むことが多い。これらの開口は、孔又
は正圧側面のブリードスロット構成の形態をとることができ、そこでは翼形部正圧側壁は
翼形部の後縁末端の手前で止まり、翼形部鋳造品中に組み入れられた複数の長手方向に延
びるランドにより個々のブリードスロットに分割された開口を構成する。これらのスロッ
トは、冷却空気の薄いフィルムを翼形部後縁の表面上に流す機能を果たす。このような正
圧側面のブリードスロット構成を有する翼形部は、薄い後縁を組み入れるために特に有用
であることが知られている。実際には、翼形部の後縁厚さは、負圧側面厚さだけの厚さに
等しい。このことは空気力学的効率の点からみて望ましい。
【０００５】
残念ながら、翼形部の根元のこの形状寸法に関係するいくつかの問題がある。大伴のター
ビンブレードの後縁は、大きい後縁張り出し故に支持されていないので、機械的応力及び
熱に起因する応力を受けやすい。張り出しブレードの後縁のブレード根元は、機械的応力
のみを考慮すれば圧縮状態にある。運転中は、後縁からブレードの隣接する領域まで大き
な熱勾配があるので、熱応力のみを考慮すれば後縁を圧縮状態にさせる。その上に、一部
の設計では、後縁根元スロットはブレードフィレットの手前で止まり、結果として根元ス
ロットの下方にほとんど冷却されない領域を生じ、それが更に半径方向及び軸方向の熱勾
配を悪化させることになる。後縁の全体応力はこれらの機械的応力及び熱応力の合計であ
り、両方の応力成分は圧縮方向であるので、望ましくないレベルになる可能性がある。こ
れらの状況から、根元スロットは熱疲労亀裂を発生しがちである。
【０００６】
　従って、後縁根元スロットの寿命を向上させた翼形部に対する必要性がある。
【特許文献１】
特開２０００－３５６１０５号
【０００７】
【発明の概要】
上述の必要は、正圧側壁及び負圧側壁と、冷却空気を後縁のブリードスロットに供給する
複数の後縁冷却通路とを有する中空冷却式タービン翼形部を提供する本発明により満たさ
れる。翼形部後縁は、後縁スロットの短縮を可能にするように根元部分で選択的に厚くさ
れ、それによって後縁冷却が改善されかつ機械的応力が減少する。
【０００８】
本発明及び従来技術に優るその利点は、添付の図面を参照して以下の詳細な説明及び添付
の特許請求の範囲を読めば明らかになるであろう。
【０００９】
本発明と見なされる主題は、本明細書の冒頭部分に具体的に指摘しまた明確に請求してい
る。しかしながら、本発明は、添付の図面に関連してなされる以下の説明を参照すれば最
もよく理解することができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
図面において同一の参照符号は様々な図を通じて同じ要素を示しているが、その図面を参
照すれば、図１は例示的なタービンブレード１０を示す。タービンブレード１０は通常の
ダブテール１２を含み、該ダブテール１２は、ロータディスク（図示せず）中のダブテー
ルスロットの相補形タングに係合するタングを含む任意の適当な形態を有し、作動中にブ
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レードが回転するとき、半径方向にディスクに対してブレード１０を保持することができ
る。ブレードシャンク１４が、ダブテール１２から半径方向上向きに延び、シャンク１４
から横方向外方に突出して該シャンク１４を取り囲むプラットホーム１６で終わる。プラ
ットホームは、タービンブレード１０を越えて流れる燃焼ガスの１部の境界となる。中空
の翼形部１８が、プラットホーム１６から半径方向外方に高温ガス流中に延びる。フィレ
ット３６が、翼形部１８とプラットホーム１６との接合個所に配置される。翼形部１８は
、前縁２４及び後縁２６において互いに接合された、凹面形の正圧側壁２０と凸面形の負
圧側壁２２とを有する。翼形部１８は、高温ガス流からエネルギーを取り出してロータデ
ィスクを回転させるのに適した任意の形状とすることができる。ブレード１０は、ガスタ
ービンエンジンの高温の作動温度において許容できる強度を有する、ニッケル基超合金の
ような適当な超合金の一体鋳造品として形成されるのが好ましい。ブレードには、翼形部
の正圧側面２０上に多数の後縁ブリードスロット２８が組み入れられる。ブリードスロッ
ト２８は、多数の長手方向に延びるランド３０によって分離される。
【００１１】
後縁スロット２８の冷却効果は、後縁冷却通路出口４８から後縁２６までの距離である、
その長さＬ（図４参照）に関係する。スロット長さＬが長ければ長いほど、後縁末端の上
流の翼形部上を通過する高温流路ガスは、冷却通路４６から吐出される冷却空気と混合し
やすくなるので、後縁冷却効果は低くなる。反対に、より短いスロット２８は、この混合
を最小限にする傾向があり、従って冷却効率を向上させる。
【００１２】
後縁スロット長さＬ（図４参照）は、幾つかのパラメータにより制御される。これらのパ
ラメータを固定することにより、所定の翼形部に対するスロット長さＬの公称値が決まる
。くさび角Ｗは、翼形部１８の外側表面の間の内角であり、一般的に翼形部表面が最も小
さい曲率をもつ翼形部１８の後端に向かって測定される。後縁厚さＴは、翼形部１８の後
端末端からの所定の小さな距離、例えば０．７６２mm（０．０３０ｉｎ．）における翼形
部の壁面厚さとして規定される。くさび角Ｗと後縁厚さＴとの組み合わせにより、翼形部
の後方部分に沿う各位置における翼形部の最大全体厚さが決まる。後縁冷却通路４６の出
口４８における翼形部全体厚さは、Ａで表わされ、以下により詳細に述べるように、或る
一定の最小寸法を有する。くさび角Ｗを増大させることによって、従って、寸法Ａを増大
させることによって、公称値からスロット長さＬを減少させることが可能となる。しかし
ながら、くさび角Ｗを増大させ、従って、翼形部全体厚さを増大させることは、空気力学
的性能に悪影響を及ぼすことになる。寸法Ａはまた、正圧側壁厚さＰ、負圧側壁厚さＳ、
及び後縁冷却通路幅Ｈの合計に等しい。寸法Ｐ、Ｓ、又はＨを減少させることにより、寸
法Ａを増大させることなくスロット長さLを公称値から減少させることが可能になる。し
かしながら、通路４６を形成するために用いられるセラミック中子がブレード１０の鋳造
工程中に過度に破損するのを避け、かつ必要とされる冷却空気流を供給するためには、最
小後縁通路幅Ｈが必要である。また、機械的保全性のためには、正圧側壁２０の最小厚さ
Ｐと負圧側壁２２の最小厚さＳとが必要である。
【００１３】
図４は中間のスパン位置における翼形部１８の後縁の構成を示し、その構成は同様の設計
の公称即ち基準タービンブレードに対しても変えられていない。正圧側壁２０及び負圧側
壁２２は内側空洞４２により分離される。側壁は、後縁２６に向かって内向きに先細にな
っている。負圧側壁２２は後縁２６までいっぱいにブレード全長を途切れさせることなく
連続しているのに対して、正圧側壁２０は、後縁２６中の開口を露出させるように後方に
面する唇状部４４を有し、該開口はランド３０により複数の後縁スロット２８に分割され
る。後方に面する唇状部４４は、後縁冷却通路出口４８の位置を定める。この形式のター
ビンブレードでは、ブレードの後端における後縁厚さは、負圧側壁２２だけの厚さに本質
的に等しい。
【００１４】
図２を参照すれば、ブレード１０の例示的な実施形態は、後縁正圧側面のブリードスロッ
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ト２８のほぼ半径方向の列を有する。スロット２８の大部分は等しい長さＬになっている
。スロットの大部分に対する値Ｌは、上述のように、特定のブレード設計における公称ス
ロット長さである。しかしながら、ブレード１０の根元３４に近接するスロット２８の１
つ又はそれ以上は、残りのスロット２８より短い。このことにより、高温ガスの冷却空気
流との混合を減少させることによって後縁２６の根元部分での冷却効率が改善される。例
示的な実施形態においては、根元３４に最も近接するスロット２８が最も短い。隣接する
スロットもまた短縮されるがその程度は少ないので、スロット長さＬは根元３４に最も近
接するスロット２８の長さから徐々に増大して、図２に示すように、半径方向外方に向か
って連続する各スロット２８は先行のスロット２８よりわずかに長くなる。これらの遷移
スロット２８の最後のスロットから半径方向外方で、残りのスロット２８は公称スロット
長さＬとなっている。図２は、短縮された長さを有するものとして３つの半径方向最内側
のスロット２８を示すが、本発明はそれに限定されるものではないことに注目されたい。
残りのスロット２８より短い長さを有するスロット２８をこれより少なくするか又は多く
することも可能である。以下により詳細に説明するように、短縮されたスロット２８を組
み入れるために必要なブレードの外部輪郭に対する変更は、ブレード１０の空気力学的性
能に最小限の影響を与えるように構成される必要がある。従って、短縮されたスロット２
８は、過度の機械的応力及び熱応力に最も対処する必要がある根元部分のみに組み入れら
れることが望ましい。従って、ここに述べる例示的な実施形態においては、公称スロット
長さへの移行、従って追加のブレード厚さの半径方向のテーパ部分は、根元３４から先端
３２まで測定されたブレードスパンの約２０％で完了する。テーパ部分が延びる距離を増
すことでスパンのより広い部分にわたって後縁近傍のブレードの厚さを増大し、より多く
のスロット２８を短縮して冷却を向上させることができるが、これに反して、テーパ部分
の長さを短縮することでスパンのより広い部分にわたってより薄い後縁を設け、より良い
空気力学的性能を得ることができる。これらの２つの考慮すべき事項は、トレードオフの
関係にあり、テーパ部分は個々の用途に適合するように変化させることができる。例えば
、テーパ部分はブレードのスパン全体に延びる場合もあるし、又は１つの短縮された後縁
スロット２８を受け入れるのに充分な範囲だけ延びる場合もある。
【００１５】
短縮された後縁スロット２８を組み入れるためには、上述のように、翼形部断面にいくら
かの余裕代を与えなければならない。通常は、正圧側壁厚さＰ、スロット幅Ｈ、負圧側壁
厚さＳ、又はくさび角Ｗのうちの１つを変化させなければならない。本発明においては、
上に挙げた寸法は一定に保たれ、根元における後縁近傍の翼形部全体厚さが増大された。
言い換えれば、短縮されたスロット２８の領域の翼形部厚さを翼形部の残りに比較して増
大させることによって、パラメータＰ、Ｈ、Ｓ、又はＷを変化させることなくスロット長
さＬを短縮することが可能になる。寸法Ａ、即ち冷却通路４６の出口４８での翼形部全体
厚さは、５－５断面でのより短いスロット長さにも拘わらず、５－５断面において４－４
断面におけるのと同じ絶対値であることに注目されたい。このことにより、正圧側壁厚さ
Ｐ、冷却通路幅Ｈ、及び負圧側壁厚さＳの必要な最小値が維持されることが可能になる。
余分の厚さは基準輪郭線に対して翼形部の２つの側面の間に均等に組み入れられ、寸法Ａ
の同じ絶対値が翼形部の翼弦に沿う更に後方の位置において起こるようにする。余分の厚
さは、軸方向前方と半径方向外方の両方向にテーパが付けられゼロにされる。この方法で
、追加の厚さは、翼形部の空気力学的性能に対するその影響を最小にするために必要とさ
れる場所にのみ用いられる。例示的な実施形態においては、後縁２６の根元３４において
ブレードの各側面に約０．１２７mm（０．００５ｉｎ．）の厚さが追加されており、この
追加の厚さはブレードの各側面の後縁２６から約１０mm（０．４ｉｎ．）の位置でゼロに
なるまでテーパが付けられる。しかしながら、追加の厚さの大きさ及び軸方向のテーパ距
離は個々の用途に適合するように変化させることができる。追加の厚さは、図４中に破線
で示されている。追加の利点として、この根元でのブレード断面積の増加により、ブレー
ドの慣性モーメントが増大し、ブレードの剛性が増大しまた後縁根元の圧縮曲げ応力が低
下する。
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【００１６】
本発明の別の実施形態が図３に示されている。この実施形態においては、ブレードはまた
、後縁正圧側面のブリードスロット２８の半径方向の列を有する。後縁スロット２８の大
部分は、等しい長さＬであり、この長さＬは上述のように公称長さである。しかしながら
、この実施形態においては、根元３４に最も近接するスロット２８は、ほぼ軸方向に延び
る冷却通路５２と置き換えられ、該冷却通路は円形の断面又は任意の他の適宜な形状の孔
とすることができる。通路５２は、内部空洞４２と流体連通し、冷却空気を軸方向後方に
流し、後縁２６に対流冷却を与える。冷却通路５２に隣接しかつその半径方向外側に位置
する、冷却通路５２に近接する１つ又はそれ以上のスロット２８は、残りのスロット２８
よりも短い。例示的な実施形態において、スロットは、半径方向外方に向かうにつれてそ
の度合いが次第に減少するように短縮されるので、スロット長さＬは冷却通路５２に最も
近接するスロット２８の長さから徐々に増大して、半径方向外方に向かって連続する各ス
ロット２８は、図３に示すように、先行するスロット２８よりもわずかに長い。これらの
遷移スロットの最後のスロットの半径方向外側に位置する残りのスロット２８は、公称ス
ロット長さＬである。さらに、この例示的な実施形態においては、公称スロット長さＬへ
の移行、従って追加のブレード厚さの半径方向に向かうテーパ部分は、根元３４から先端
３２まで測定されたブレードスパンの約２０％でほぼ完了する。しかしながら、このテー
パ部分は上述のように変更することができる。１つより多いスロット位置が追加の冷却通
路５２に置き換えられて、冷却を更に強めることも考えられる。
【００１７】
本発明はタービンブレードの例示的な実施形態に関して説明してきた。しかしながら、本
発明は、回転ブレードだけでなく、例えば流路構造体（例えば、内側及び外側ノズルバン
ド）の間に配置された固定のタービンノズル翼形部を含む任意の中空の流体方向付け部材
に同様に適用できる。
【００１８】
上述は、短縮された後縁冷却スロットと厚くされた後縁根元とを組み入れることにより、
その冷却を改善したタービン翼形部を説明したものである。特許請求の範囲に記載された
符号は、理解容易のためであってなんら発明の技術的範囲を実施例に限縮するものではな
い。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の冷却構成を実施するタービンブレードの斜視図。
【図２】　本発明の第１の実施形態を組み入れたタービンブレードの部分側面図。
【図３】　本発明の別の実施形態を組み入れたタービンブレードの部分側面図。
【図４】　図２の線４－４に沿ったタービンブレードの部分断面図。
【図５】　図２の線５－５に沿ったタービンブレードの部分断面図。
【符号の説明】
１０　タービンブレード
１２　ダブテール
１４　シャンク
１６　プラットホーム
１８　翼形部
２０　正圧側壁
２２　負圧側壁
２４　前縁
２６　後縁
２８　後縁のブリードスロット
３０　ランド
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